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「憲章」では、働く人々の健康が保持され、家族・
友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への
参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる社

会を、仕事と生活の調和が実現した社会の具体的な３
つの姿の２つ目に掲げています。

＜数値目標＞

④労働時間等の課題について労使が話し合いの機会
を設けている割合
労働時間等の課題について労使が話し合いの機会

を設けている割合を見ると、2017年は55.1％となっ
ており、近年、増減を繰り返しています（図表3-3-
1）。

⑤週労働時間60時間以上の雇用者の割合
週労働時間60時間以上の雇用者の割合を見ると
2005年以降は低下傾向にあります。2011年からは連
続して低下しており、2018年は6.9％となりました（図
表3-3-2）。なお、週労働時間60時間以上の雇用者の
割合を雇用形態別、男女別に見た場合も、全体の傾
向とほぼ同じ傾向で推移しています（参考図表１、
２）。

【図表3-3-1　労働時間等の課題について
労使が話し合いの機会を設けている割合】

【図表3-3-2　週労働時間60時間以上の雇用者の割合】

12.0

8.5

8.2
7.7
7.7

6.9
5.0

11.612.1

12.212.2

11.7 10.8

10.3
10.0

9.2

9.4

[9.3]
9.1

8.8

0

5

10

15
（％）

（年）

目標値

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

（備考）
1. 総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
2. 数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める割合。
3. 2011年の値（［　］表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を
除く全国の結果。
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（備考）
1. 2013年までは、厚生労働省「労働時間等の設定の改善の促進を通じ
た仕事と生活の調和に関する意識調査」、2014年以降は「労働時間等
の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制
度の普及促進に関する意識調査」より作成。

2. 2009年以前の調査対象：「農林業、医療・福祉業、教育・学習支援業、
サービス業を除く従業員数30人以上の企業」、2010年以降の調査対
象：「農林業を除く従業員数30人以上の企業」

Ⅲ　健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会に関する
数値目標設定指標の動向
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【参考３　週労働時間49時間以上の雇用者の割合】

【参考２　年間就業日数200日以上かつ週労働時間
60時間以上の雇用者の割合（雇用形態別・男女別）】

【参考１　年間就業日数200日以上かつ
週労働時間60時間以上の雇用者の割合（雇用形態別）】

（備考）
１．総務省「就業構造基本調査」より作成。
２．数値は会社などの役員を除く雇用者における年間就業日数 200日以上の者の割合。
３．「非正規」とは、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」、「その他」の合計。 なお、雇用者の区分は勤め

先での呼称による。
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（備考）
1. 総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
2. 数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める割合。
3. 2011 年の値（［　］表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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⑥年次有給休暇取得率
年次有給休暇取得率を見ると、2000年以降は、50

％を下回る水準で推移していましたが、2017年は51.1
％に上昇しました（図表3-3-3）。

⑦メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職
場の割合
メンタルヘルス対策に取り組んでいる職場の割合を
見ると、2017年は58.4％となりました。2013年に60.7
％まで上昇したものの、伸び悩みが見られます（図表
3-3-4）。

【図表3-3-4　メンタルヘルスケアに関する
措置を受けられる職場の割合】

【図表3-3-3　年次有給休暇取得率】
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（備考）
１. 厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
２. 調査対象が変わっているため、時系列比較には注意を要する。
  2006年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の会社組織の民
  営企業」
  2007～2013年の調査対象：「常用労働者が30人以上の会社組織の民営
  企業」
  2014年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」（複合サー

ビス事業、会社組織以外の法人（医療法人、 社会福祉法人、各種の協同組
合等）含む）

３. 2011～2013年は、東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、被
災地域から抽出された企業を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に
所在する同一の産業・規模に属する企業を再抽出し代替。　　　　　　

４．2014年は2014年４月、2015年は2015年９月、2016年は2016年７月にそ
れぞれ設定されている避難指示区域（帰還困難区域、 居住制限区域及び避
難指示解除準備区域）を含む市町村に所在する企業を調査対象から除外。

（年）
1992 1997 2002 2007 20202011 2012 2013 2015 2016 2017

（備考）
１．2013年以降の数値は、厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」、

2012年の数値は、厚生労働省「労働者健康状況調査」（2012年）、2011
年の数値は、厚生労働省「労働災害防止対策等重点調査」（2011年）、そ
れ以前の値は、厚生労働省「労働者健康状況調査」より作成。

２．数値は、10人以上規模民営事業所における「心の健康（メンタルヘルス）対
策に取り組んでいる」と回答した事業所割合。

３．2011年の調査では東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、被
災地域（※）に所在する事業所を抽出対象から除外し、被災地域から調査対
象として抽出する予定の数を被災地域以外の地域に所在する同一の産業・
規模に属する事業所から抽出し、調査対象とした。

　 ※ 被災地域は、岩手県、宮城県及び福島県の全域
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健康で豊かな生活ができるための時間を確保するた
め、長時間労働の抑制は重要な課題です。
年間総実労働時間は2009年に、一般労働者とパー

ト労働者のいずれについても、それ以前に比べ大幅に
減少しました。その後は、緩やかな増加傾向となって

いましたが、2013年以降、就業形態計は前年と比べる
と減少し、一般労働者は横ばい、パートタイム労働者
は減少傾向にあります（図表3-3-5）。
また、一般労働者の年間総実労働時間の推移を事
業所規模別に見ると、全ての規模において、2010年以
降、横ばいないし増加傾向にありますが、2017年にお
いても事業所規模が小さいほど年間総実労働時間が長
いという傾向は変化していません（図表3-3-6）。�

【図表3-3-5　就業形態別平均年間総実労働時間指数とパートタイム労働者比率の推移】

【図表3-3-6　事業所規模別年間総実労働時間の推移（一般労働者）】
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（備考）
１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。
２．事業所規模５人以上。
３．総実労働時間指数は2015年＝100とした数値である。
４．2011年３～４月分について、岩手県、宮城県及び福島県（宮城県は５月も）の被災３県を中心に 一部調査を中止している。
５．「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで一週の所定労

働日数が一般の労働者より短い者のいずれかに該当する者をいう。「一般労働者」とは、常用労働者のうちパートタイム労働者でない者をいう。
　（※「常用労働者」とは、①期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者、②日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間  

　　の前2か月間にそれぞれ18日以上雇われている者、のいずれかに該当する者をいう。）
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１． 厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。
２． 年間総実労働時間は年の月平均値を12倍したもの。
３． 2011年３～４月分について、岩手県、宮城県及び福島県（宮城県は５月も）の被災３県を中心に一部調査を中止している。
４．「一般労働者」とは、常用労働者のうちパートタイム労働者（常用労働者のうち、①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、②1日の所定労働時間が一般
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　（※「常用労働者」とは、①期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者、②日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間

の前2か月間にそれぞれ18日以上雇われている者、のいずれかに該当する者をいう。）
｠

１．長時間労働をめぐる状況
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週労働時間60時間以上雇用者の割合を、企業規模
別に見ると、2012年以降いずれの企業規模においても
10％を切っており、2018年では、1,000人以上で最も
低い５.9％、1～ 29人及び30～ 99人で最も高い7.3
％となっています。また、全ての規模において、前年
と比較して低下しています。2000年代前半と比較して
見ると、全ての規模において低下していますが、1000
人以上、500～ 999人及び100～ 499人では特に大

きく低下しています。（図表3-3-7）。
業種別に見ると、2018年では、「運輸業、郵便業」

の割合が17.0％と高く、次いで「教育、学習支援業」
が11.0％となっています。また、2013年と比べて、多
くの産業で低下していますが、「電気・ガス・熱供給・
水道業」、「教育、学習支援業」では上昇しています
（図表3-3-8）。

【図表3-3-7　企業規模別週労働時間60時間以上の雇用者の割合の推移】

【図表3-3-8　業種別の週労働時間60時間以上の雇用者の割合の推移】

（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．数値は非農林業雇用者（休業者を除く）の従業者規模ごとの総数に占める割合。
３．2011年の[　]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．雇用者のうち休業者を除いた者の総数に占める割合。
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週労働時間60時間以上の雇用者の割合を男女別で
見ると、2005年以降は男女とも低下傾向ですが、男性

は女性と比べて高く、2018年は男性で10.6％、女性で
2.4％となっています（図表3-3-9）。

週労働時間60時間以上の就業者の割合について、
男性を年齢別に見ると、2005年以降は各年齢階層で
低下傾向にありますが、一貫して30歳代、40歳代の割

合が高く、2018年は40歳代が14.4％となっており、次
いで30歳代が13.7％となっています（図表3-3-10）。

【図表3-3-9　週労働時間60時間以上の雇用者の割合（男女別）】

【図表3-3-10　週労働時間60時間以上の就業者の割合（男性・年齢別）】
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（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める割合。
３．2011 年の [　] 内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

（年）
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（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．数値は、非農林業就業者 ( 休業者を除く ) 総数に占める割合。
３．2011 年の [　] 内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。　

[18.4]18.3 17.7
18.5 18.6 18.5 18.0

16.7
15.7 15.4

14.2 14.6 [14.4] 14.2 13.7 13.4 12.9

17.7 17.2
17.5 17.7 17.6 16.2

15.0
13.9

13.3
12.3 12.6

[12.9]

12.6
11.4 11.6

10.9

24.0
23.0

24.0 23.7 23.8 23.4

21.7

20.2 20.0

18.0
18.7 18.2 17.6

17.0

16.0

20.5 20.2
20.9

21.6 21.7 21.3
20.1

19.5 19.3

17.7 17.7 [17.9] 17.5 17.4
16.9

16.6
15.7

15.1
12.4

12.2

9.9

6.7

15.4

15.0
12.4

12.0

10.0

6.5

14.4

13.7
12.0

11.0

8.7
5.9

16.1 15.5
16.3 16.1 16.2

15.6
14.3

13.7
13.5 13.2

[12.8]

12.9

12.8 12.7 12.510.8 10.6
11.3 11.6

11.0 10.9
9.4 9.1 9.1 8.8 8.7 [8.4] 8.2 7.9 7.4 7.1

5

10

15

20

25

30

全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

（％）

12.7



第
　
　
　
　
章

❸

102

仕
事
と
生
活
の
調
和
実
現
の
状
況　

Ⅲ 

健
康
で
豊
か
な
生
活
の
た
め
の
時
間
が
確
保
で
き
る
社
会
に
関
す
る
数
値
目
標
設
定
指
標
の
動
向

また、30歳代の男性について正規の職員・従業員の
週間労働時間階級別の割合を見ると、2017年では、週
43～ 48時間が高く（30.7％）、次いで週49～ 59時
間（24.8％）、週35�～�42時間（21.9％）となってい

ます。2012年と比べると、週35～42時間、週49～
52時間、週60～ 64時間以上の階級において割合が
低下しています（図表3-3-11）。

【図表3-3-11　年間就業日数200日以上の男性正規職員・従業員の週労働時間の分布（男性、30～39歳）】

【図表3-3-12　国家公務員の平均年間超過勤務時間数】

2017年の超過勤務の年間総時間数は、全府省平均

で228時間となっています。
組織区分別に見ると、本府省では350時間、本府省
以外では201時間となっており、いずれも前年と比べ
て減少しています（図表3-3-12）。

（備考）
1. 総務省「就業構造基本調査」より作成。
2. 週労働時間の割合は、年間就業日数 200 日以上の者の割合。
3.「正規職員・従業員」とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。
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（備考）
１．人事院「人事院勧告参考資料」より作成。
２．超過勤務とは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、各省各庁の長により、正規の勤務時間（原則として 1日 7時間 45分、1週間当たり 38
時間 45分）以外の時間において命ぜられた勤務。

２．国家公務員の超過勤務の状況
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職場の雰囲気を労働時間別に見ると、労働時間の
長い正社員ほど、「一人あたりの仕事の量が多いほう
だ」、「突発的な業務が生じやすいと思う」、「締切や納
期に追われがちだと思う」などの業務体制に関する課

題を感じている割合が高くなっています。１日の労働
時間が12時間以上（週労働時間60時間以上に相当）
で自身の労働時間に不満をもっている人はその傾向が
強くなっています。一方で、労働時間の短い正社員ほ
ど、「仕事の手順などは自分で工夫しやすい」、「仕事
が終われば周りの人が残っていても退社しやすい」な
どの割合が高くなっています（図表3-3-13）。

【図表3-3-13　労働時間別にみた労働者の感じる職場の雰囲気〔個人調査〕（正社員）】

【図表3-3-14　労働時間別にみた残業に対する上司の評価イメージ〔個人調査〕（正社員）】

残業している人に対する上司の評価について部下が
抱いているイメージを、労働時間別に見ると、１日当
たりの労働時間が長い正社員ほど、「頑張っている
人」、「責任感が強い人」などのポジティブな評価をし

ていると感じる割合が高くなっています。一方、１日
当たりの労働時間が短い正社員ほど「仕事が遅い人」、
「残業代を稼ぎたい人」などのネガティブな評価をして
いると感じる割合が高くなっています（図表3-3-14）。

（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013 年度）より作成。
2. 従業員数が 30人以上の企業（業種は不問）に雇用されている 20～ 59歳の男女（正社員）が調査対象。
3.「12 時間以上で不満」は、１日当たりの労働時間が 12時間以上で、現在の労働時間について「やや不満」「不満」と回答した人。
4. 複数回答。
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（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013 年度）より作成。
2. 従業員数が 30 人以上の企業（業種は不問）に雇用されている 20 ～ 59 歳の男女（正社員）が調査対象。
3. 複数回答。
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３．労働時間に対する意識と評価
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一方、企業の人事部を対象に、「従業員が残業や休
日出勤をせず、時間内に仕事を終え帰宅すること」が
人事評価において考慮されるかどうかを聞いたところ、
「考慮されていない」（74.0％）の割合が最も高く、
「プラスに評価」（16.3％）、「マイナスに評価」（6.2
％）を大きく上回り、企業の人事部の考え方と労働者
のイメージの間に乖離があることが分かります（図表
3-3-15）。
また、人事評価でプラスに評価、または考慮されて
いない企業において、１か月当たりの平均残業時間が
40時間以上の正社員の割合を見ると、当該評価のあ
り方を従業員に「特に周知していない」企業では割合
が高く、周知の範囲が広くなるほど低くなっています

（図表3-3-16）。
さらに、仕事や職場の状況を見ると、人事評価でプ
ラスに評価する企業では、それ以外の企業に比べ、
「仕事が終われば周りの人が残っていても退社でき
る」、「仕事の手順を担当が自分で決めることができ
る」、「同僚同士で仕事のノウハウを教えあう風土があ
る」の割合が高くなっています。一方、人事評価でマ
イナスに評価する企業では、それ以外の企業に比べ、
「残業や休日出勤に対応できる人が高く評価される」、
「急な仕事に対応できる人が高く評価される」、「一人
当たりの仕事の量が多い」とする割合が高くなってい
ます（図表3-3-17）。

【図表3-3-15　所定労働時間内に仕事を終えることに対する人事評価〔企業調査〕】

【図表3-3-16　所定労働時間内に仕事を終えることに対する人事評価の周知状況と平均残業時間〔企業調査〕（正社員）】

（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013 年度）より作成。
2. 従業員数が 100人以上 1,000 人未満で、「建設業」「運輸業」「小売業」「飲食業」のいずれかに属する企業の人事部が調査対象。
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（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013 年度）より作成。
2. 従業員数が 100人以上 1,000 人未満で、「建設業」「運輸業」「小売業」「飲食業」のいずれかに属する企業の人事部が調査対象。
3.「従業員が残業や休日出勤をせず、時間内に仕事を終え帰宅すること」をプラスに評価、または考慮されていない企業における「正社員の１か月当
　たりの平均残業時間」の割合。
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【図表3-3-17　所定労働時間内に仕事を終えることに対する人事評価と仕事や職場の状況〔企業調査〕】

正社員が残業削減に効果的だと考える取組は、「計
画的な残業禁止日の設定」、「上司からの声かけ」、「短
時間で質の高い仕事をすることを評価する」などが多
く挙げられています。また、効果的だと考えられてい
る取組のうち、実際に職場で取り組んでいると回答し

た人が少なかった取組は、「短時間で質の高い仕事を
することを評価する」、「担当がいなくとも他の人が仕
事を代替できる体制づくり」、「業務時間外会議の禁
止」、「部下の長時間労働を減らした上司を評価する仕
組み」などです（図表3-3-18）。

【図表3-3-18　残業削減に効果的と考えられる取組と、実際の取組〔個人調査〕（正社員）】

（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013年度）より作成。
2. 従業員数が100人以上1,000人未満で、「建設業」「運輸業」「小売業」「飲食業」のいずれかに属する企業の人事部が調査対象。
3. 複数回答。
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2. 従業員数が30人以上の企業（業種は不問）に雇用されている20～59歳の男女（正社員）が調査対象。
3. 上位10項目を抽出している。
4. 複数回答。
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労働者の心身の疲労回復のみならず、生活の質の
向上、さらには生産性の向上の観点からも、年次有給
休暇の取得の促進は重要です。
年次有給休暇取得率を企業規模別に見ると、2010

年以降、企業規模が大きいほど取得率が高くなってい
ます。2017年は、300～ 999人を除いて、2016年よ
りも取得率が上昇しました（図表3-3-19）。業種別に
見ると、2017年は「宿泊業，飲食サービス業」、「卸売
業，小売業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「建設
業」などで取得率が４割を下回っています（図表3-3-
20）。

【図表3-3-19　企業規模別の年次有給休暇取得率】

【図表3-3-20　業種別の有給休暇取得率】
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（備考）
1. 厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
2. 調査対象が変わっているため、時系列比較

には注意を要する。
　2006 年以前の調査対象：「本社の常用労働

者が 30 人以上の会社組織の民営企業」
　2007 ～ 2013 年の調査対象：「常用労働者

が 30 人以上の会社組織の民営企業」
　2014 年以降の調査対象：「常用労働者が 30

人以上の民営企業」（複合サービス事業、会
社組織以外の法人（医療法人、社会福祉法人、
各種の協同組合等）含む）

3. 2011 年、2012 年、2013 年値の調査対象：
東日本大震災による企業活動への影響等を考
慮し、被災地域（※）から抽出された企業を
調査対象から除外し、被災地域以外の地域に
所在する同一の産業・規模に属する企業を再
抽出し代替。　　　　　　

　※ 国土地理院「津波による浸水範囲の面積
　（概略値）について（第５報）」（2011 年
　４月 18 日公表 ) により、津波の浸水を受
　けた地域並びに東京電力福島第一原子力発
　電所において発生した事故に関し設定され
　た警戒区域等（市区町村単位）。 

4. 2014 年は 2014 年４月、2015 年は 2015 年
９月、2016 年は 2016 年７月にそれぞれ設定
されている避難指示区域（帰還困難区域、居
住制限区域及び避難指示解除準備区域）を含
む市町村に所在する企業を調査対象から除外。
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（備考）
１．厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
２．2012年と2017年では調査対象が異なるため、時系列比較には注意を要する。
　2012年の調査対象：「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」
　2017年の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」（複合サービス事業、会社組織以外の法人（医療法人、社会福祉法人、各種の協同組合等）含む）
３．2012年調査では複合サービス事業は調査対象外のため、値がない。

（％）
100

80

60

40

20

0
調
査
産
業
計

鉱
業
，採
石
業
，砂
利
採
取
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス・
熱
供
給
・
水
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
，郵
便
業

卸
売
業
，小
売
業

金
融
業
，保
険
業

不
動
産
業
，物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
，専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
，飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，娯
楽
業

教
育
，学
習
支
援
業

医
療
，福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

サ
ー
ビ
ス
業（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

47.1
51.1

60.0
62.9

54.0
58.4

36.1 38.5

71.1 72.9

55.0
59.8

49.8 51.4

33.5 35.8

50.0

58.3

42.2

49.9 49.8
54.7

29.832.5
38.436.5

43.6
43.3 46.1

52.2

2012年 2017年

64.7

46.7
54.8

４．年次有給休暇の取得をめぐる状況



第
　
　
　
　
章

❸

107

仕
事
と
生
活
の
調
和
実
現
の
状
況　

Ⅲ 

健
康
で
豊
か
な
生
活
の
た
め
の
時
間
が
確
保
で
き
る
社
会
に
関
す
る
数
値
目
標
設
定
指
標
の
動
向

計画的付与制度の有無別に見ると、多くの業種で、
制度を有する企業の方が、年次有給休暇取得率が高
い傾向にあります。特に、「複合サービス事業」では
制度がない企業との差が大きくなっています（図表
3-3-21）。また、いずれの企業規模においても、制度

を有する企業の方が、年次有給休暇取得率が高くなっ
ています。特に、1,000人以上規模において制度の有
無による年次有給休暇取得率の差が大きくなっていま
す（図表3-3-22）。�

【図表3-3-21　年次有給休暇取得率（業種別、計画的付与制度の有無別）】

【図表3-3-22　年次有給休暇取得率（企業規模別、計画的付与制度の有無別）】

（備考）
1. 厚生労働省「就労条件総合調査」（2018 年）より作成。
2. 調査対象は、常用労働者が 30人以上の民営企業。
3.「鉱業，採石業，砂利採取業」の計画的付与制度有の数値は、回答企業数が少なく数値を算出することができない。
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1. 厚生労働省「就労条件総合調査」（2018 年）より作成。
2. 調査対象は、常用労働者が 30人以上の民営企業。
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年次有給休暇を取得することに対し、「ためらいを

感じる」又は「ややためらいを感じる」者の割合は
63.7％となっています（図表3-3-23-①）。その理由と
して、「みんなに迷惑がかかると感じる」が最も多く
73.3%となっています（図表3-3-23-②）。

【図表3-3-23-①　年次有給休暇の取得に対するためらい】

【図表3-3-23-②　年次有給休暇の取得に対するためらいを感じる理由】

（備考）
１．2000 年は厚生労働省｠「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」、2017 年は厚生労働省「「仕事と生活の調和」
　　の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」より作成。
２．対象は、図表 3－3－23－①で「ためらいを感じる」又は「ややためらいを感じる」と回答した者。
３．複数回答。
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2000 年は厚生労働省｠「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」、2016 年以降は厚生労働省「「仕事と生活の調和」
の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」より作成。
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年次有給休暇を取り残す理由としては、「病気や急
な用事のために残しておく必要があるから」が64.6％
で最も割合が高くなっています。次いで、「休むと職
場の他の人に迷惑になるから」、「仕事量が多すぎて休

んでいる余裕がないから」など職場の雰囲気や仕事
量、代替要員など、勤務先の要因によって生じる理由
が上位になっています（図表3-3-24）。

【図表3-3-24　年次有給休暇を取り残す理由（正社員調査）】

（備考）
労働政策研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関する調査」（2011年）より作成。

子どもの学校や部活動のため、休みの時間が合わないから

休んでもすることがないから

そう思う　　どちらかといえばそう思う　　どちらとも言えない　　どちらかといえばそう思わない　　そう思わない　　無回答

配偶者や友人と休みの時期が合わないから

休むと仕事から取り残されるような気がするから

現在の休暇日数で十分だから

交通機関や宿泊施設、レジャー施設などが混雑するから

交通費や宿泊費、レジャーなどにお金がかかるから

勤務評価等への影響が心配だから

上司がいい顔をしないから

職場の周囲の人がとらないので年休が取りにくいから

休みの間仕事を引き継いでくれる人がいないから

仕事量が多すぎて休んでいる余裕がないから

休むと職場の他の人に迷惑になるから

病気や急な用事のために残しておく必要があるから
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年次有給休暇取得者に対する上司の評価について
部下が抱いているイメージを、年次有給休暇の取得率
別に見ると、取得率が低い正社員ほど、「仕事より自

分の予定を優先する人」、「仕事が少ない人」などのネ
ガティブな評価を上司がしていると感じる割合が高く
なっています（図表3-3-25）。�
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【図表3-3-25　年次有給休暇の取得率別にみた年次有給休暇の取得に対する上司の評価イメージ〔個人調査〕（正社員）】

（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013年度）より作成。
2. 従業員数が30人以上の企業（業種は不問）に雇用されている20～59歳の男女（正社員）が調査対象。
3. 複数回答。
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【図表3-3-26　年次有給休暇取得促進に効果的と考えられる取組と、実際の取組〔個人調査〕（正社員）】

（備考）
1. 内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」（2013年度）より作成。
2. 従業員数が30人以上の企業（業種は不問）に雇用されている20～59歳の男女（正社員）が調査対象。
3. 上位10項目を抽出している。
4. 複数回答。
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効果的な取組（n=2302） 実際の取組（n=2302） 効果的-実際差分

年次有給休暇の取得促進に効果的と考える取組で
最も多いのは、「計画的に休暇を取得させるルールづ
くり」であり、「上司による有給休暇の取得奨励」や
「まとまった日数での取得奨励」なども効果的と考え

る人が多くなっています。しかし、いずれの取組も、
実際に職場で取り組んでいるとの回答は少なく、効果
的と考えられる取組と実際の取組には乖離がみられま
す（図表3-3-26）。
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メンタルヘルス対策に取り組んでいる職場の割合を
事業所規模別に見ると、事業所規模が大きいほど取り
組んでいる割合が高い傾向にあり、1,000人以上では

98.9％、500～ 999人では99.8％となっています（図
表3-3-27）。

【図表3-3-27　メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合（事業所規模別）】

【図表3-3-28　メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取組内容】

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取組
内容（複数回答）は、「労働者のストレスの状況など
について調査票を用いて調査（ストレスチェック）」が
64.3％と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関

する労働者への教育研修・情報提供」（40.6％）、「メ
ンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整
備」（39.4％）となっています（図表3-3-28）。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所計

2017年 58.4%

（事業所規模別）

10～ 29人 50.2%

30～ 49人 67.0%

50～ 99人 83.0%

100～ 299人 95.5%

300～ 499人 99.5%

500～ 999人 99.8%

1,000人以上 98.9%

（備考）厚生労働省「平成29年労働安全衛生調査（実態調査）」より作成。

（備考）
1. 厚生労働省「平成 29年労働安全衛生調査（実態調査）」より作成。
2. 数値は 10人以上規模民営事業所におけるメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取組内容の割合。
3. 複数回答。

労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）

メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供

メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備

健康診断後の保健指導におけるメンタルヘルス対策の実施

メンタルヘルス対策に関する管理監督者への教育研修・情報提供

職場環境等の評価及び改善（ストレスチェック後の集団（部、課など）ごとの分析を含む）

メンタルヘルス対策の実務を行う担当者の選任

メンタルヘルス対策について、安全衛生委員会等での調査審議

職場復帰における支援（職場復帰支援プログラムの策定を含む）

メンタルヘルス対策に関する問題点を解決するための計画の策定と実施

メンタルヘルス対策に関する事業所内の産業保健スタッフへの教育研修・情報提供

他の外部機関を活用したメンタルヘルス対策の実施

医療機関を活用したメンタルヘルス対策の実施

地域産業保健センター（地域窓口）を活用したメンタルヘルス対策の実施

産業保健総合支援センターを活用したメンタルヘルス対策の実施

その他
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